
 

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

令和４年６月  日 

 

          （名称）柏崎市公共交通活性化協議会           
  

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

 柏崎市地域内フィーダー系統確保維持計画（令和５～７年度） 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

（当市においては、ＪＲ柏崎駅を中心に東西にＪＲ信越本線が走り、東は長岡市、西

は上越市と連絡しており、それぞれ上越新幹線、北陸新幹線との乗り換えが可能となっ

ている。また、北東方面へはＪＲ越後線が走り、刈羽村、出雲崎町、長岡市を経て新潟

市に連絡している。バス路線については、ＪＲ柏崎駅を結節点として、地域間幹線系統

（柏崎～長岡線、柏崎～岡野町線）の他、高速バス（柏崎～新潟線、柏崎～池袋線）や

市内公共交通網（フィーダー系統を含む。）が形成されている。 

市内公共交通網は、柏崎駅を中心に各地区に広がっており、市街地循環線とも結節し

ている。また、地域内交通においては地域事情に応じた運行形態を構築しており、鵜川

地区では、鵜川地域内交通（一部予約型デマンド運行）を継続して運行し、高柳町地区

では令和３年８月に、予約型デマンド運行（一部定時定路線）に再編した。西山町地区

では、にしやま号（自家用有償旅客運送）を令和４年４月に、予約型デマンド運行に再

編した。また、米山地区では、コミュニティ組織が運行主体となり、米山地区乗合タク

シーを運行している（柏崎市の公共交通体系は、別紙資料1を参照）。 

しかし、自家用車の普及や人口減少等により、公共交通機関の利用者は年々減少し続

けている。さらに令和２年度からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により、運行事

業者の経営基盤が揺らいでおり、地域公共交通路線の維持がますます厳しい状況である。 

 

こうした中、「ひまわり」の愛称で親しまれている「東市街地循環線」は、柏崎駅に

おいて鉄道や幹線系統路線等と接続し、柏崎駅東側（比角地区、半田地区）に位置する

総合病院等の公共公益施設を経由して運行している。このため、沿線住民の他、市内全

域の市民の通院、買い物等に利用されており、生活に不可欠な路線として今後も存続し

ていく必要がある。 

 

また、「柏崎駅前～野田線」及び「柏崎駅前～久米線」は、市街地と中山間地域の野

田地区及び久米地区を結ぶ路線である。両地区の高齢化率は、いずれも40％を超えてお

り、当該路線は、自家用車を持たない高齢者の通院や買物の他、通学など地区住民の日

常生活を支えている。 

しかし、当該路線は、いずれもキロ程が15kmを超えており、市内有数の長距離生活交

通路線であり、また、両地区は、少子高齢化や人口減少により、利用者数が減少してい

ることから、収支状況の悪化が避けられない見込みである。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、「柏崎駅前～野田線」及び「柏崎駅前

～久米線」を確保・維持することで、地区住民の生活交通手段を存続させていくことが

必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 



 

 

（柏崎市地域公共交通計画 Ｐ42 参照） 

① 東市街地循環線（申請番号（1）、（2））  

〇市民１人あたりの地域公共交通の利用回数を 6.00 回／年（令和２年度の実績 3.94

回／年）とする。 

〇路線の収支率を 32.00％（令和 3年度の実績 31.46.%）とする。 

〇利用者１乗車当たりの市の財政負担額を 212円／年（令和 3年度の実績 201円／年） 

とする 

 

② 柏崎駅前～野田線（申請番号（3）、（4）、（5）） 

〇市民１人あたりの地域公共交通の利用回数を 6.00 回／年（令和２年度の実績 3.94

回／年）とする。 

〇路線の収支率を 32.00％（令和 3年度の実績 18.97%）とする。 

〇利用者 1乗車当たりの市の財政負担額を 212円／年（令和 3年度の実績 288円／年）

とする。 

 

③ 柏崎駅前～久米線（申請番号（6））  

〇市民１人あたりの地域公共交通の利用回数を 6.00 回／年（令和 2 年度の実績 3.94

回／年）とする。 

〇路線の収支率を 32.00％（令和 3年度の実績 15.10%）とする。 

〇利用者 1乗車当たりの市の財政負担額を 212円／年（令和 3年度の実績 167円／年）

とする。 

 

※目標値は、全て令和 8年度の目標値 

 

（２）事業の効果 

 

① ① 東市街地循環線 

  東市街地循環線を維持することにより、柏崎駅発着の鉄道利用者だけではなく、郊外

各地区への路線バスと接続可能となり、市全体の公共交通ネットワークが構築され、地

域全体の活性化につながる。 

また、平成 29年 6月から高齢者割引制度を導入しており、利用者数は増加傾向にあっ

たが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出控えにより、近年は減少に転じている。 

 

②  柏崎駅前～野田線、柏崎駅前～久米線 

当該路線を確保・維持することにより、野田地区、久米地区及びその沿線住民の「生

活の足」を確保することができる。さらに、「柏崎駅前～野田線」は、その南側に位置す

る鵜川地区と野田地区を結ぶ「鵜川地域内交通」と接続しており、鵜川地区の住民が市

内中心市街地へ移動する貴重な交通手段となっている。 

いずれの路線も、中山間地域と市内中心部をつないでいることから、本市全体の公共

交通網において、重要な路線となっており、中山間地域における住民の外出機会の創出

や、地域活性化に寄与している。 

また、令和元年 10月から高齢者割引制度の対象路線に加えたことで、収支の回復を期待し

ていたが、直後の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、停滞している。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 



 

 

・路線バス等地域公共交通の時刻表・路線図などが記載されている公共交通ガイドブッ

クを配布する（協議会、事業者）。 

・路線バスなどの時刻や運行ルートなどをスマートフォンなどから容易に検索できるよ

うにするため、経路情報検索サービスの充実に向けた検討を行う（協議会、事業者）。 

・高齢者割引制度を実施する（協議会、事業者） 

・高校生等通学割引キャンペーンなどの通学における利用促進事業を実施する（協議会） 

・高齢者や障がい者を対象とした公共交通の乗り方教室を実施する（協議会、事業者） 

・バリアフリー車両の導入促進（柏崎市、事業者） 

 （柏崎市地域公共交通計画 Ｐ49 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表 1」を添付 

（1）時刻表 

① 東市街地循環線 別紙資料 2のとおり 

② 柏崎駅前～野田線、柏崎駅前～久米線 別紙資料 3のとおり 

 

（2）運行事業者決定の経緯 

以下により、越後交通株式会社が運行するものとする。 

① 運行以前から、市町村合併前の旧柏崎市内全域において一般乗合旅客自動車運送事

業を行っており、地域住民等の移動手段を確保してきたこと。 

② 当該地域における乗合バス事業を行うに当たり、必要なノウハウと人材を有してお

り、安全、安心、確実な輸送サービスが見込まれること。 

③ 地元事業者の育成、雇用の確保の観点からも適切と認められること。 

④ 柏崎市内で乗合及び乗用事業を適切に運営していることから、他地域の事業者が新

規参入する場合と比較し、不採算や経営上の事情を理由とする撤退が考えにくく、

今後も安定的に地域住民の移動手段の確保が可能と見込まれること。 

 

（3）運行予定期間 

① 東市街地循環線 平成 22年 4月 1日から（終期未定） 

② 柏崎駅前～野田線、柏崎駅前～久米線 平成 25年 4月 1日から（終期未定） 

 

（4）地域内フィーダー系統の補足資料 

柏崎駅において、JR信越本線、越後線、地域間幹線系統路線及び市内各地区を結ぶ

路線と接続している。 

別紙資料 2、資料 4及び資料 5を参照 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

柏崎市から運行事業者への補助金額について、東市街地循環線（申請番号（1）、（2））

は、上限額を設けた上で、運行収支差額から国庫補助金を差し引いた額を負担すること

としている。 

また、野田線、久米線（申請番号（3）～（6））は、運行収支差額の 11／20 に相当す

る額から国庫補助金を差し引いた額を負担することとしている。  

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 



 

 

１年ごとに事業の実施状況や可能な評価指標値を整理し、計画の進捗状況と効果の検

証・評価を実施する。これを踏まえて毎年度の取組内容を見直すほか、令和６年度にお

いて本計画の中間評価を行う。 

 

（柏崎市地域公共交通計画 Ｐ43 参照） 

 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 

※該当なし 

 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 



 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 

 ※該当なし 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補

助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 
※該当なし 

 

18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 
※該当なし。 

 

（２）事業の効果 

 
※該当なし 

 

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

20．協議会の開催状況と主な議論 



 

 

【令和 3年度】 

【第 1回】令和 3年 6月 4日～14日（書面協議にて、全ての委員（21名）からの承認を得

た。） 

・令和 2年度事業報告・歳入歳出決算報告 

・柏崎市地域公共交通網形成計画の実施状況と進捗度合 

・令和 3年度事業計画・予算 

【第 2 回】令和 3 年 6 月 28 日（出席した 16 名全ての委員（代理出席 4 名を含む）から承

認を得た。） 

・高柳町地域内交通の再編案について 

・柏崎市地域公共交通網形成計画の検証について 

・生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）について 

【第 3回】令和 3年 7月 16日～28日（書面協議にて、全委員 21名のうち、20名からの回

答があり、回答した全委員から承認を得た。） 

・「にしやま号」の越後交通株式会社バス停留所での停車に係る合意について 

【第 4回】令和 3年 10月 29日（出席した 17名全ての委員（代理出席 2名を含む）から承

認を得た。） 

・柏崎市地域公共交通計画の骨子案について 

【第 5回】令和 3年 11月 26日（出席した 16名全ての委員（代理出席 3名を含む）から承

認を得た。） 

・柏崎市地域公共交通計画の素案について 

【第 6回】令和 3年 12月 13日～28日（書面協議にて、全ての委員（21名）からの承認を

得た。） 

・令和 3 年度地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助

金）の事業評価について 

・令和 2 年度地域公共交通確保維持改善事業（バリアフリー化設備等整備事業）の事業評

価について 

・令和 3年度地域公共交通調査委託事業（計画策定事業）の事業評価について 

【第 7 回】令和 4 年 2 月 18 日（出席した 13 名全ての委員（代理出席 2 名を含む）から承

認を得た。） 

・柏崎市地域公共交通計画案について 

・西山町地域自家用有償旅客運送（にしやま号）の登録更新及び再編について 

・西部地区バス路線統合について 

・高柳町地域内交通の経路変更等について 

・鵜川地域内交通の運行日の変更について 

・米山地区乗合タクシーの経路変更等について 

 

【令和 4年度】 

【第 1回】令和 4年 5月 20日～30日（書面協議にて、全委員 21名のうち、20名からの回

答があり、回答した全委員から承認を得た。） 

・令和 3年度事業報告・歳入歳出決算報告 

・令和 4年度事業計画・予算 

【第 2回】令和 4年 6月●●日～●●日（書面協議にて、承認を得る予定） 

 

21．利用者等の意見の反映状況 

 

柏崎市地域公共交通活性化協議会には、利用者の代表として 3 名の市民の方に委員を委

嘱している。また、必要に応じて、運行地域沿線へ出向き、地域の代表者や利用者から意

見を聴取している。 

令和３年度は、西山町地区・高柳町地区における両地域内交通の再編に当たって、地域 

住民の意見を聞き取り、運行スキームに反映させた。 

 



 

22．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 ・新潟県柏崎地域振興局 

関係市区町村 ・柏崎市 

交通事業者・交通

施設管理者等 

・越後交通株式会社柏崎営業所 

・柏崎交通株式会社 

・公益社団法人新潟県バス協会 

・柏崎市ハイヤー協会 

・東日本旅客鉄道株式会社新潟支社柏崎駅 

・国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 

・柏崎市都市整備部 

・新潟県柏崎警察署 

地方運輸局 
・国土交通省北陸信越運輸局交通政策部 

・国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

・長岡技術科学大学 

・柏崎商工会議所 

・新潟県立柏崎高等学校 

・柏崎市社会福祉協議会 

・日本労働組合総連合会新潟県連合会柏崎地域協議会 

・市民代表 

 
 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 5年度

起点 経由地 終点
運行態様の
別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
との接続確保策

基準ニで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．区域運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記することとし、「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「再編特例措置」については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載する。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。

５．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確保するかについて記載する。

６．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

③
復20.1ｋｍ

365回 路線定期運行 ①
地域幹線系統「柏崎-
長岡線」の「柏崎駅
前」バス停を共有

地域幹線系統「柏崎-
長岡線」の「柏崎駅
前」バス停を共有

③
復15.8ｋｍ

(6) 久米線 柏崎駅 南下 久米
往15.7ｋｍ

365日 1,095回 路線定期運行 ①
地域幹線系統「柏崎-
長岡線」の「柏崎駅
前」バス停を共有

③
復15.4ｋｍ

柏崎駅 医療センター 野田
往20.5ｋｍ

365日

地域幹線系統「柏崎-
長岡線」の「柏崎駅
前」バス停を共有

③

(2)
東市街地循環線
（半田先回り）

柏崎駅 アルフォーレ 柏崎駅
往12.5ｋｍ

365日 1,942回 路線定期運行 ①
地域幹線系統「柏崎-
長岡線」の「柏崎駅
前」バス停を共有

③
循環

(5)
野田線

（医療センター経由）

365日 1,701回 路線定期運行 ①

(3)
野田線

（日吉町経由）
柏崎駅 日吉町 野田

往　　　ｋｍ
365日 363回 路線定期運行 ①

野田線
（石塚経由）

(4)

越後交通株式会社

柏崎駅

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

計画
運行
回数

計画
運行
日数

系統
キロ程

運行系統
再
編
特
例
措
置

往12.2ｋｍ

循環

柏崎市

(1)
東市街地循環線
（比角先回り）

柏崎駅 アルフォーレ 柏崎駅

③482.5回 路線定期運行 ①
地域幹線系統「柏崎-
長岡線」の「柏崎駅
前」バス停を共有

石塚 野田
往18.6ｋｍ

復18.2ｋｍ
365日



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画の策定年月日
及び算定式適用開始年度

（※参考）

(※) 省略可。

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

54 鵜川地区 山村振興

市区町村名 柏崎市

人　口

人口集中地区以外 45,912

交通不便地域 6,331

人　口 対象地区 根拠法

175 上米山地区 山村振興

1,187 高柳町地区 過疎地域

4,915 西山町地区 過疎地域

計画名 策定年月日 算定式適用開始年度

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

対象人口 算定式 国庫補助上限額

協議会において承認を得る必要があるなど、自治体の必要性に応じて記載可。
なお、記載する場合の適用算定式においては、直近の地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に係る国庫補助
上限額の算定式をご活用ください。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以下、
「交付要綱」という。）の別表７（ロ②（１））に記載のある過疎地域の人口及び交付要綱
別表７（ロ②（２）（実施要領の２．（１）⑭））に基づき地方運輸局長等が指定する交通不
便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。
















